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【スローガン】  人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県 

【埼玉県重点】 ① 自転車への交通反則通告制度導入に伴う 

              交通ルールの遵守とヘルメット着用促進 

              ② 横断歩道における歩行者優先の徹底 

【統一行動日】 ４月 10日（金） 

             交通事故死ゼロを目指す日・自転車安全 

           利用の日  

 4 月１日から自転車にも交通

反則通告制度（青切符）が導入 

 
１ 車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 

４ 飲酒運転は禁止 

５ ヘルメットを着用 

  

 

 
メール 110番の運用終了に伴う 

110番アプリシステム等の活用について 

 

 

 

  

 窃盗犯    ４４件  

 器物損壊    ２件 

 詐欺被害    ３件 

 人身事故    ８件  

 物損事故   ４０件   

 遺失拾得  ５９６件 

※数値は取扱件数であり、

認知件数とは異なります 

 

 

契約者が 70歳以上
か、70歳以上の方と
同居している方 


